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平成22年10月29日 

各  位 

会 社 名 株式会社 塩見ホールディングス 

代表者名 代表取締役社長 塩見信孝 

（コード番号2414・大証２部） 

問合せ先 経理部長 岩本晃一 

Ｔ Ｅ Ｌ 082-568-8128 

 

特別損失および特別利益の発生に関するお知らせ 

 

この度、当社子会社（株式会社塩見）において、下記の通り特別損失および特別利益が発生いたし

ましたので、その概要についてお知らせいたします。 

 

記 

１．特別損失の発生およびその内容 

 ①特別損失の内容 

当社グループの事業再構築の一環である債務の圧縮の手段として、この度株式会社塩見が保有す
る固定資産を売却するものでありますが、昨今の不動産市場の冷えこみもあり売却価格が簿価を下
回ってしまったため、帳簿価格と譲渡価格との差額14百万円を固定資産売却損として特別損失に計
上いたします。 

 

 ②売却資産の内容 

資産の内容及び所在地 帳簿価格 売却価格 現況 

建物（養護所） 広島県呉市中央５丁目11番地４号 78百万円
96百万円 賃貸物件

土地 233.43㎡ 広島県呉市中央５丁目11番４ 32百万円

 
 ③売却日 
  平成22年10月29日 
 

 ④売却先の概要 

商号 株式会社エイトプラン 

本店所在地 広島市南区段原２-10-13-501 

代表者 代表取締役 若狭 利尚 

資本の額 500万円 

主な事業内容 総合コンサルタント業務 

当社との関係 

資本関係及び取引関係はありません。 

代表者である若狭利尚氏は、当社子会社である株式会社沖広産業の

代表取締役及び株式会社塩見の取締役を務めております。 

※若狭氏は利害関係者となるため、本件売却に係る株式会社塩見の取締役会決議には、参加して

おりません。 
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２．特別利益の発生およびその内容   

抵当権が設定されていた上記物件を売却し、抵当権設定先の株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行に借入
金を返済したことにより、株式会社塩見が、見積り計上していた遅延損害金８百万円の内支払利息
部分を除いた約６百万円の支払い義務が消滅したことにより、同額を債務免除益として特別利益に
計上いたします。 
 

３．今後の見通し 
  平成22年10月22日に開示いたしました「和解による訴訟の解決、特別利益及び特別損失の発生 
 に関するお知らせ」に記載してありますように、今回の特別損益等を反映させた平成23年3月期 
 第3四半期決算発表時期に開示する予定であります。           

以上 


